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平成 30 年度 国の施策・予算に関する提案・要望 政府予算案（住宅まちづくり部関係） 

平成 30 年 1 月 31 日 

大 阪 府 

※平成 29 年 12 月 22 日現在で国の各省庁からの情報により作成したものです。 

 

 

 

要望・提案事項 概算要求状況等 予 算 内 容 等 摘要 

活力と魅力ある都市空間の創造 

１．うめきた２期の都市空間創造の 

推進 

・国費の確保 

・地方債に係る制度拡充 

・新産業創出機能の実現に向けた支援 

◆概算要求の状況 国土交通省 

○国際競争拠点都市整備事業 〔全〕１０６.7 億円 

（〔全〕 ８２．６５億円）

 

 

〔全〕   ９２．６億円 

△ ◆予算項目以外の状況  

・地方債に係る拡充は実現していない。 

・新産業創出機能の実現に向け、「うめきた２期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会」に国

関係機関がアドバイザーとして参画。 

２．新たなエリアマネジメント手法 

の構築 

以下の事項を可能とする包括的な日

本版 BID 制度の創設 

・エリアマネジメント団体への公共

施設管理権限の拡大 

・活動財源の確保 

・寄付金に対する税制優遇措置 

◆予算項目以外の状況  

・日本版 BID 制度の実現等については、まち・ひと・しごと創生総合戦略（H29.12）において、BID 制

度を含むエリアマネジメントの推進として「必要な法制を含め制度化の施策展開を行う」ことが明記さ

れた。 

・エリアマネジメント団体への寄付金に対する公益法人並みの税制優遇措置については実現していない。 
△ 

３．彩都東部地区の事業化の促進 

・都市再生機構に対する適切な指導 

・必要な国費の確保 

◆概算要求の状況 国土交通省 

○防災・安全交付金 

 

 

〔全〕1 兆２，９８２億円 

（〔全〕１兆１，０５７億円）

 

 

〔全〕１兆１，１１７億円 

○ 
◆予算項目以外の状況 

・都市再生機構については、来年度も都市計画変更に向けた調整や、事業化に向けた地権者合意形成等に

向け地元地権者協議会の事務局の役割を継続する予定となった。 

 

減災に繋げる災害に強い住まいと 

都市の形成 

１． 密集市街地の整備 

・国費率引上げ､国費の重点配分 

・東日本大震災の復興事業と同等の地

方財政措置 

・感震ブレーカーの設置促進 

◆概算要求の状況 国土交通省 

○社会資本整備総合交付金（通常分） 

○防災・安全交付金 

○密集市街地総合防災事業 

 

 

〔全〕 1 兆４８４億円 

（〔全〕  ８，９４０億円）

〔全〕1 兆２，９８２億円 

（〔全〕１兆１，０５７億円）

〔全〕５０億円 

（〔全〕2７億円）

 

〔全〕  ８，８８６億円 

〔全〕１兆１，１１７億円 

 

〔全〕     ３２億円 △ 

◆予算項目以外の状況 

・国費率の引上げ、地方債に関する特別措置等の制度拡充については、実現していない。 

・国において、感震ブレーカーの普及促進に向け、重点的に設置促進すべき地域をさらに拡大する検討が

進められている。 

２．住宅・建築物の耐震化の促進 

・耐震対策緊急促進事業の運用期限の

延長、国費率の引上げ 

・地方負担に対する特別交付税措置の

拡充 

・既存耐震不適格建築物に該当するか

現状で判断が困難な建築物への対

応 

・平成２２年度補正予算で実施された

緊急支援事業と同様の制度創設 

・耐震改修促進税制による所得税控除

拡充、耐震改修工事完了後の固定資

産税減額に係る税制優遇制度の拡

充 

・建物所有者などを特定できる仕組み

の創設 

◆概算要求の状況 国土交通省 

○防災・安全交付金（再掲）            〔全〕1 兆２，９８２億円 

（〔全〕１兆１，０５７億円）

○耐震対策緊急促進事業 〔全〕１４０億円 

（〔全〕１２０億円）

 

〔全〕１兆１，１１７億円 

〔全〕    １２０億円 

△ 

◆予算項目以外の状況  

・耐震対策緊急促進事業の運用期限の延長、国費率の引上げについては、実現していない。 

・地方負担に対する特別交付税措置の拡充については、実現していない。 

・既存耐震不適格建築物に該当するか現状で判断が困難な建築物への対応方針は示されていない。 

・平成22年度補正予算で実施された住宅の耐震改修等に対する緊急支援事業と同様の制度創設については

実現していない。住宅の耐震化について、補強設計から耐震改修までパッケージで支援する新たな仕組

みにより制度拡充される。 

・耐震改修促進税制による所得税控除拡充については実現していない。また、耐震改修工事完了後の固定

資産税については、税額を１／２とする特例期間が延長された（２年間）。 

・固定資産税情報の内部利用を可能とする制度改正については、実現していない。 

〔摘要欄〕○：ほぼ要望どおり措置等の見込み  △：一部措置等される見込み  

×：措置等されない見込み 

※金額上段：30 年度要求額 

（下段：29年度予算額） 
※〔全〕全国枠予算、〔国〕国費ベース、 

〔事〕事業費ベース 
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要望・提案事項 概算要求状況等 予 算 内 容 等 摘要 

３．公営住宅の長周期地震動対策への

支援 

・長周期地震動対策を「公営住宅等ス

トック総合改善事業」の対象に位置

付け 

◆予算項目以外の状況 

・「公営住宅ストック総合改善事業」の対象に位置づけることは実現していない。 

× 

４．社会資本整備総合交付金制度等 

の充実強化 

・府事業及び市町村事業が安定的かつ

確実に実施できるよう必要額の確保 

◆概算要求の状況 国土交通省 

○社会資本整備総合交付金（通常分）（再掲） 〔全〕 1 兆４８４億円 

（〔全〕  ８，９４０億円）  

○防災・安全交付金（再掲）  〔全〕1 兆２，９８２億円 

（〔全〕１兆１，０５７億円）

〔全〕  ８，８８６億円 

〔全〕１兆１，１１７億円 

○ 

誰もが安心して暮らせる大阪の実現 

１．空家等対策の促進 

・長屋の空家部分を空家対策特措法の

対象とすること 

・旧耐震基準の空家除却を促進する固

定資産税の軽減等 

・固定資産税情報等を利用しても所有

者等の所在特定が困難な場合におけ

る必要な対策 

・国勢調査における空家数等の把握及

び情報提供 

◆概算要求の状況 国土交通省 

○社会資本整備総合交付金（通常分）（再掲） 〔全〕 1 兆４８４億円 

（〔全〕  ８，９４０億円） 

○空き家対策総合支援事業 〔全〕４３億円 

（〔全〕２３億円）

 

〔全〕  ８，８８６億円 

 

〔全〕     ２７億円 

△ 

◆予算項目以外の状況 

・長屋の空家部分を空家対策特措法の対象とすることについては、実現していないが、長屋の一部の除却

について、空き家対策総合支援事業による補助対象となった。 

・旧耐震基準の空家除却を促進する固定資産税の軽減等は実現していない。 

・固定資産税情報等を利用しても所有者等の所在特定が困難な場合における必要な対策については、郵便

転送情報提供の可否及び「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」等の改正につい

て、関係府省庁で引き続き検討。 

・国勢調査における空家数等の把握及び情報提供については、実現していない。 

 

２．住宅・建築物アスベスト改修事業

の継続 

・アスベスト対策費補助の継続 

◆予算項目以外の状況  

・アスベスト吹付け材の調査費用補助は平成 29 年度末であったが、一定条件のもと平成 32 年度末まで

継続されることになった。 

 

○ 

３．建設発生土の適正処理のための 

法制度の整備 

・埋立て行為等に対する許可基準、罰

則規定等を盛り込んだ法制度の整備 

◆予算項目以外の状況  

・Ｈ２９年８月に国土交通省から、建設残土の不適正事案への対応策について、関係省庁や大阪府を含む

自治体にヒアリングした結果をまとめた「建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料」

が全国の自治体に配布。国は、何らかの対策が必要との認識であるが、法制化までは至っていない。 
× 


